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第１編 総  則 

 

 

（適用範囲） 

第 １ 条 京成電鉄株式会社（以下「当社」という。）と北総鉄道株式会社（以下「北総

鉄道」という。）において、京成電鉄成田空港線（以下「成田空港線」という。）と北総鉄

道北総線（以下「北総線」という。）との各駅相互間および京成電鉄線と北総線との各駅

相互間において、次の各号の１に該当する旅客の取扱いについては、別に定める場合を除

いて、この規則を適用する。 

 （１） 成田空港線のうち、成田湯川・空港第２ビル・成田空港の各駅と北総線の各駅 

（東松戸・新鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央の各駅を除く。）間を相互に乗り継い

で乗車する場合 

 （２） 成田湯川〜空港第２ビル間（京成高砂起点４９．９キロ）を接続点として、京 

成電鉄線の各駅と北総線の各駅（東松戸・新鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央の各駅

を除く。）間を相互に乗り継いで乗車する場合 

 （注） 別に定めるもののおもなものは、次の各号のとおりとする。 

   （１） 旅客営業規則（成田空港線適用） 

   （２） 旅客営業規則（京成電鉄線適用） 

   （３） 旅客営業取扱基準規程 

   （４） 乗継旅客運輸取扱基準規定 

   （５） 旅客取扱関係単行規程類集 

   （６） 連絡旅客運賃料金清算事務規程（昭和６２年４月１日財達第１８号） 

２ 当社は、この規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期お

よび変更内容を予め当社ホームページ等への掲載等により告知するものとする。 

 

（用語の意義） 

第 ２ 条 この規則におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。 

 （１） 「成田空港線」とは印旛日本医大駅を経由する京成高砂〜成田空港間をいう。 

 （２） 「北総線」とは成田空港線のうち、線路を共有する京成高砂〜印旛日本医大間 

において、北総鉄道が経営する鉄道線をいう。 

 （３） 「京成電鉄線」とは京成本線・東成田線・押上線・金町線・千葉線・千原線を 

いう。 

 （４） 「京成本線」とは成田空港線を通過しない京成上野〜成田空港間をいう。 

 （５） 「東成田線」とは京成成田〜東成田間をいう。 

 （６） 「押上線」とは青砥〜押上間をいう。 

 （７） 「金町線」とは京成高砂〜京成金町間をいう。 
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（８） 「千葉線」とは京成津田沼〜千葉中央間をいう。

（９） 「千原線」とは千葉中央〜ちはら台間をいう。

（10） 「駅」とは旅客の取扱いをする停車場・案内所をいう。

（11） 「旅客規則」とは当社の定める旅客営業規則（成田空港線適用）をいう。

（12） 「列車」とは旅客の運送を行う電車をいう。

（13） 「特別急行列車」とはスカイライナーをいう。

（14） 「スカイライナー」とは京成上野および日暮里駅を発着区間に含み、成田空港

線を運行する座席指定列車をいう。 

（15） 「乗車券類」とは乗車券および特別急行券をいう。

（16） 「特別急行券」とはスカイライナー券をいう。

（17） 「旅行開始」とは旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入

場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車す

ることをいう。 

（旅客の運送等の制限または停止） 

第 ３ 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは次の各号に掲

げる制限または停止をすることがある。 

（１） 乗車券類および入場券の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限または

発売の停止 

（２） 乗車区間・乗車方法・入場方法または乗車する列車の制限

（３） 手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間または持込みの列車の制

限 

２ 前項の制限または停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。 

（運行不能の場合の取扱方） 

第 ４ 条 列車の運行が不能となった場合は、その不通区間内着となる旅客またはこれ

を通過しなければならない旅客の取扱いをしない。ただし、運輸上支障のない場合で、か

つ、旅客が次の各号に掲げる条件を承諾するときは、その不通区間内着または通過となる

乗車券を発売することがある。 

（１） 不通区間については、任意に旅行する。

（２） 不通区間に対する旅客運賃の払いもどしの請求をしない。

２ 前項ただし書きの規定は、特別急行券について、これを準用する。ただし、不通区間通

過となる場合で、その前後の区間の乗車列車について接続の手配を講じたときに限る。 

３ 列車の運行が不能となった場合であっても、当社および北総鉄道において他運輸機関

の利用またはその他の方法によって連絡の措置をして、その旨を関係駅に掲示したとき

は、その不通区間は開通したものとみなして旅客の取扱いをする。 
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（営業キロ程のは数計算方） 

第 ５ 条 営業キロ程を用いて運賃・料金を計算する場合の１キロメートル未満のは数

は、運輸機関ごとに、これを１キロメートルに切り上げる。 

 

（期間の計算方） 

第 ６ 条 期間の計算をする場合は、その初日は時間の長短にかかわらず、１日として計

算する。 

 

（準用規定） 

第 ７ 条 旅客規則第４条、第５条、第１０条および第１１条の規定は、この編に準用す

る。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第４条 運賃・料金前払いの原則 

     第５条 契約の成立時期および適用規定 

     第１０条 乗車券類等に対する証明 

     第１１条 旅客の提出する書類 
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第２編 旅客営業 

第１章 通  則 

 

 

（特別急行料金を収受する列車の施設の表示） 

第 ８ 条 特別急行料金を収受する列車については、旅客の見やすい箇所に相当の表示

を行う。 

 

（乗車券類の購入および所持） 

第 ９ 条 列車に乗車する旅客は、その乗車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定によるほか、旅客が特別急行列車に乗車する場合は、その乗車に有効な特別

急行券を購入し、これを所持しなければならない。 

３ 前各項の規定にかかわらず、駅員無配置駅から乗車する旅客または係員の承諾を得て、

乗車券類を購入しないで乗車した旅客は、列車に乗車後において、直ちに相当の乗車券類

を購入するものとする。 

 

（営業キロ程） 

第 １０条 旅客運賃・料金の計算その他の旅客運送の条件をキロメートルをもって定め

る場合は、別に定める場合を除き、営業キロ程による。 

 

（駅員無配置駅の旅客の取扱方） 

第 １１条 駅員無配置駅から乗車する旅客の取扱いは、列車の乗務員が行う。 
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第２章 乗車券類の発売 

第１節 通  則 

 

 

（乗車券類の種類） 

第 １２条 乗車券類の種類は、次のとおりとする。 

 （１） 乗車券 

片道乗車券 

   イ 普通乗車券 

            往復乗車券 

通勤定期乗車券 

   ロ 定期乗車券 

通学定期乗車券 

   ハ 普通回数乗車券 

   ニ 団体乗車券 

 （２） 特別急行券 

   イ スカイライナー券 

 

（乗車券類の発売箇所および発売方法） 

第 １３条 乗車券類は、駅において係員または乗車券類発売機により発売する。ただし、

普通乗車券以外の乗車券類は、当社または北総鉄道が指定した駅において発売する。また、

駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅にお

いて発売する。 

２ 乗車券類を所持しないで、駅員無配置駅から乗車した旅客および係員の承諾を得て乗

車券類を所持しないで乗車した旅客に対する特別急行券は、前項の規定にかかわらず、列

車内において発売する。 

３ 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社または北総鉄道が別に定める箇所または乗車

券類の発売を委託した箇所において発売することがある。 

 

（乗車券類の発売範囲） 

第 １４条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。た

だし、別に定める場合を除き、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売

することがある。 

 （１） 特別急行券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合 

 （２） 駅員無配置駅から有効となる普通乗車券または普通回数乗車券を、その駅員無 

配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する場合 
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 （３） 定期乗車券または団体乗車券を発売する場合 

 （４） 特別急行券を発売する場合 

２ 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な特別急行券に限って発売

する。 

 

（準用規定） 

第 １５条 旅客規則第２１条、第２１条の２、第２２条、第２２条の２、第２３条の２、

第２３条の３、第２４条および第２５条の規定は、この節に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第２１条 乗車券類の発売日 

     第２１条の２ 乗車券類の発売時間および発売区間 

     第２２条 乗車券類の購入申込書 

     第２２条の２ 臨時特殊割引普通乗車券の発売 

     第２３条の２ 払いもどし等について特約をした乗車券類の発売 

     第２３条の３ 割引乗車券類の発売の制限 

     第２４条 割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い 

     第２５条 割引証が無効となる場合およびこれを使用できない場合 
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第２節 普通乗車券の発売 

（普通乗車券の発売） 

第 １６条 旅客が列車に乗車する場合は、次の各号に定めるところにより、片道乗車券ま

たは往復乗車券を発売する。 

（１） 片道乗車券

普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道１回乗車（以下「片道乗車」と

いう。）する場合に発売する。ただし、その経路が折返しとなる場合を除く。 

（２） 往復乗車券

往路または復路とも片道乗車券を発売できる区間を往復１回乗車（以下「往復

乗車」という。）する場合に発売する。ただし、往路と復路の区間が異なるものを

除く。 

（被救護者割引普通乗車券の発売） 

第 １７条 学校および救護施設指定取扱規則（東日本旅客鉄道株式会社公告第６号）第２

１条に規定する施設（以下「指定救護施設」という。）に保護され、または救護される者

（以下「被救護者」という。）が旅行する場合で、第３１条の規定による被救護者旅客運

賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証１枚について１人１回に限り、片道また

は往復の割引普通乗車券を発売する。 

２ 被救護者が老幼・虚弱もしくは障害のため、または逃亡のおそれがあるため、被救護者

に付添人をつける場合で、被救護者とその付添人とが同時に同一の区間の乗車券を購入

するときは、被救護者１人について付添人１人に限って、前項の規定を準用する。 

３ 前項の規定によって、付添人に対して割引普通乗車券を発売する場合は、被救護者が往

路用の片道乗車券を購入するときであっても、付添人に対して往復乗車券を発売するこ

とがある。 

（被救護者割引証） 

第 １８条 被救護者は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、当該指定

救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗車区間・乗車券の種類・旅行証明書番

号・被救護者の氏名および年令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有

効期限・発行年月日・施設の所在地・名称ならびにその代表者の氏名が記入され、発行台

帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引証の交付を受けて、提出するものとす

る。 

２ 被救護者旅客運賃割引証の様式は、旅客規則第３１条第２項に規定するものによる。 

３ 被救護者旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から１か月間とする。 
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第３節 定期乗車券の発売 

（通勤定期乗車券の発売） 

第 １９条 旅客が、次に定めるところにより乗車する場合で、定期乗車券購入申込書に必

要事項を記入して提出したときは、１か月、３か月または６か月有効の通勤定期乗車券を

発売する。 

常時、区間および経路を同じくして乗車する場合 

２ 定期乗車券購入申込書の様式は、旅客規則第３５条第２項に規定するものに準ずる。 

（通学定期乗車券の発売） 

第 ２０条 指定学校（東日本旅客鉄道株式会社が指定した学校をいう。以下同じ。ただし、

旅客規則第４０条第１項第１号に規定する学生を除く。）の学生、生徒、児童または幼児

が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、その在籍する指定学校の代表者にお

いて必要事項を記入して発行した通学証明書を提出したとき、または旅客規則第１７０

条第１項第２号に規定する通学定期乗車券購入兼用の身分証明書を呈示し、かつ、定期乗

車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、１か月、３か月または６か月有効

の通学定期乗車券を発売する。 

（１） 居住地最寄り駅と在籍する指定学校最寄り駅との相互間を通学のため乗車する

場合 

（２） 区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合

２ 通学証明書の様式は、旅客規則第３６条第２項に規定するものに、定期乗車券購入申込

書の様式は、同第３５条第２項に規定するものにそれぞれ準ずる。 

３ 通学証明書の有効期間は、発行の日から１か月間とする。ただし、通学証明書の表面余

白に有効開始日または、有効期限の表示（赤書き）のあるものは、その期間内の日を通学

定期乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。 

４ 通学定期乗車券購入兼用の身分証明の様式は、旅客規則第３６条第３項に規定するも

のに準ずる。 

５ 指定学校（旅客規則第４０条第１項第１号に規定する学生を除く。）の学生、生徒もし

くは児童が実習場等まで乗車する場合で、当社または北総鉄道が必要と認める場合に限

り、第１項の規定に準じて通学定期乗車券を発売する。 

（定期乗車券の一括発売） 

第 ２１条 定期乗車券の一括発売については、旅客規則第３７条の規定を準用する。 
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第４節 普通回数乗車券の発売 

（普通回数乗車券の発売） 

第 ２２条 当社が別に定める適用要件を満たした場合に限り、成田空港線の同一区間を

　乗車する旅客に対しては、１１券片の普通回数乗車券を発売する。 

２ 前項の規定によって発売する普通回数乗車券の１券片は、片道乗車券を発売できる区

間に限るものとする。 

（通学用割引普通回数乗車券の発売） 

第 ２３条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校の学生、生徒が、

面接授業または試験のため区間および経路を同じくして順路によって乗車する場合、そ

の在籍する指定学校の代表者において東日本旅客鉄道株式会社所定の様式に必要事項を

記入して発行した旅客運賃割引証を提出したときは、居住地最寄り駅と当該指定学校の

最寄り駅との区間について通学用割引普通回数乗車券を発売する。 

（１） 放送大学学園法（平成１４年法律第１５６号）第４条の規定により設置された

大学の学生 

（２） 通信教育を行う高等学校の生徒

２ 前項の規定により提出する旅客運賃割引証の有効期間は、発行の日から１か月間とす

る。 

３ 第１項の通学用割引普通回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割引証の様式

は、第１号については旅客規則第４０条第３項第１号に、第２号については同条第３項第

２号に規定するものによる。 
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第５節 団体乗車券の発売 

 

 

（団体乗車券の発売） 

第 ２４条 一団となった旅客の全員が、発着駅および経路を同じくし、その全行程を同一

の人員で旅行する場合であって、次の各号の１に該当し、かつ、当社または北総鉄道が団

体として運送の引受けをしたものに対しては、団体乗車券を発売する。 

 （１） 学生団体 

   イ 次の１に該当する学校等の生徒等が２５人以上と、その付添人、当該学校等の 

教職員（嘱託している医師および看護婦を含む。以下同じ。）または、これと同行

する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。

ただし、へき地教育振興法（昭和２９年法律第１４３号）第２条に規定するへき地

学校で、市町村教育委員会が証明したものの生徒または児童の場合は、その人員が

２５人未満のときであってもこの取扱いをする。 

   （イ） 指定学校（ただし旅客規則第４０条第１項第１号に規定する学生を除 

く。）の学生・生徒・児童または幼児 

   （ロ） 児童福祉法第３９条に規定する保育所の児童及び同法第 39条の２に規定 

する幼保連携型認定こども園の児童 

   ロ イの付添人は大人とし、当該団体を構成する旅客が、次の１に該当する場合に限

るものとし、その人員は、その旅客１人につき１人とする。 

   （イ） 幼稚園の幼児、保育所及び幼保連携型認定こども園の児童または、小学校 

第３学年以下の児童であるとき。 

   （ロ） 障害または虚弱のため、当社または北総鉄道において付添を必要と認める 

とき。 

ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員（旅行業者を含む。）が１００人まで

ごとに１人とする。 

 （２） 普通団体 

     前各号以外の旅客によって構成された２５人以上の団体で、責任ある代表者が

引率するもの。 

 （３） 訪日観光団体 

     訪日観光客１５人以上またはこれと同行する旅行業者（ガイドを含む。）とに 

よって構成された団体で責任のある代表者が引率するものとする。ただし、訪日観

光客は日本国在外外交官・入国審査官または社団法人日本旅行業協会会長におい

て発行した訪日観光団であることの証明書を所持するものに限る。 

２ 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、前項に規定する団体への参加等の事

由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したとき 
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に限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。 

 

（準用規定） 

第 ２５条 旅客規則第４５条、第４６条、第４８条、第５１条、第５１条の２の規定は、

この節に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第４５条 団体旅客運送の申込み 

     第４６条 団体旅客運送の予約 

     第４８条 責任人員および保証金 

     第５１条 一部区間不乗の団体乗車券の発売 

     第５１条の２ 団体旅客運送の申込人員の変更または申込みの取消し等 
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第６節 特別急行券の発売 

 

 

（特別急行券の発売） 

第 ２６条 旅客が、特別急行列車に乗車する場合は、乗車する駅・日・列車・号車・座席

および区間を指定して発売する。 

２ 特別急行券を発売する際に特別急行列車が出発時刻に約１時間以上遅延している場合

または約１時間以上遅延することが確実な場合は、当該列車が遅延したときであっても

特別急行料金の払いもどしの請求をしないことを条件として、遅延特約の特別急行券を

発売する。 
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第７節 特別急行券の関連発売 

 

 

（特別急行券と乗車券の関連発売） 

第 ２７条 旅客が、特別急行列車に乗車する場合の特別急行券は、当該特別急行列車の乗

車に必要な乗車券と同時に購入する場合または呈示した場合に限って、発売することが

ある。 
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第３章 旅客運賃・料金 

第１節 通  則 

 

 

（旅客運賃・料金の種類） 

第 ２８条 旅客運賃・料金の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおり

とする。 

 （１） 旅客運賃 

             片道普通旅客運賃 

   イ 普通旅客運賃 

             往復普通旅客運賃 

             通勤定期旅客運賃 

   ロ 定期旅客運賃 

             通学定期旅客運賃 

   ハ 普通回数旅客運賃 

   ニ 団体旅客運賃 

 （２） 特別急行料金 

   イ スカイライナー料金 

 

（旅客運賃・料金計算上の経路等） 

第 ２９条 旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路および発着の順序によって計算す

る。 

 

（旅客の区分およびその旅客運賃・料金） 

第 ３０条 旅客運賃または特別急行料金は、次に掲げる年令別の旅客の区分に よって、

この規則の定めるところにより、その旅客運賃・料金を収受する。 

 大 人     １２才以上の者 

 小 児     ６才以上１２才未満の者 

 幼 児     １才以上６才未満の者 

 乳 児     １才未満の者 

２ 前項の規定による幼児または乳児であっても、次の各号の１に該当する場合は、これを

小児とみなし、旅客運賃・料金を収受する。 

 （１） 幼児が幼児だけで旅行するとき。 

 （２） 幼児が乗車券を所持する６才以上の旅客（団体旅客を除く。）に２人をこえて 

随伴されて旅行するとき。ただし、２人をこえた者だけ小児とみなす。 

 （３） 幼児が団体旅客として旅行するとき、または団体旅客に随伴されて旅行すると 
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き。 

 （４） 幼児または乳児が、指定を行う座席を幼児または乳児だけで使用して旅行する 

とき。 

３ 前項の場合のほか、幼児または乳児に対しては、旅客運賃・料金を収受しない。 

 

（準用規定） 

第 ３１条 旅客規則第７４条、第７４条の３、第７５条および第７６条の規定は、この節

に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第７４条 小児の旅客運賃・料金 

     第７４条の３ 臨時特殊割引 

     第７５条 旅客運賃・料金の概算収受 

     第７６条 旅客運賃割引の重複適用の禁止 
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第２節 普通旅客運賃 

 

 

（大人片道普通旅客運賃） 

第 ３２条 次の各号に定める大人片道普通旅客運賃は、別表第１号のとおりとする。 

 （１） 成田湯川・空港第２ビル・成田空港の各駅と北総線の各駅（東松戸・新鎌ヶ 

谷・千葉ニュータウン中央の各駅を除く。）間を相互に乗り継いで乗車する場合 

 （２） 成田湯川〜空港第２ビル間（京成高砂起点４９．９キロ）を接続点として、京 

成電鉄線の各駅と北総線の各駅（東松戸・新鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央の各駅

を除く。）間を相互に乗り継いで乗車する場合 

 

（往復普通旅客運賃） 

第 ３２条の２ 往復普通旅客運賃は、片道普通旅客運賃を２倍した額とする。 

 

（被救護者割引） 

第 ３３条 第１７条の規定により被救護者またはその付添人に対して、割引普通乗車券

を発売する場合は、その区間について普通旅客運賃の５割を割引する。 
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第３節 定期旅客運賃 

 

 

（大人定期旅客運賃） 

第 ３４条 次の各号に定める大人定期旅客運賃は、別表第１号のとおりとする。 

 （１） 成田湯川・空港第２ビル・成田空港の各駅と北総線の各駅（東松戸・新鎌ヶ 

谷・千葉ニュータウン中央を除く。）間を相互に乗り継いで乗車する場合 

 （２） 成田湯川〜空港第２ビル間（京成高砂起点４９．９キロ）を接続点として、京 

成電鉄線の各駅と北総線の各駅（東松戸・新鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央の各駅

を除く。）間を相互に乗り継いで乗車する場合 

２ 前項の区間における３か月および６か月の定期旅客運賃は、次の各号により算出した

額とする。 

 （１） ３か月定期旅客運賃 

     乗車する区間の１か月定期旅客運賃を３倍し、これを５分引きして、は数計算 

した額とする。 

 （２） ６か月定期旅客運賃 

     乗車する区間の１か月定期旅客運賃を６倍し、これを１割引きして、は数計算 

した額とする。 

 

（準用規定） 

第 ３５条 旅客規則第１０２条の規定は、この節に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第１０２条 は数となる日数を附加して一括発売する場合の定期旅客運賃 
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第４節 普通回数旅客運賃 

 

 

（普通回数旅客運賃） 

第 ３６条 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。 

 （１） 大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃を１０倍した額 

とする。 

 （２） 小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃を１０倍した額 

とする。 

 

（通学用割引普通回数旅客運賃） 

第 ３７条 第２３条の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各

号に定めるところによって普通回数旅客運賃の割引を行う。 

 （１） 第２３条第１項第１号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃につ 

いて  ２割引 

 （２） 第２３条第１項第２号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃につ 

いて  ５割引 
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第５節 団体旅客運賃 

 

 

（団体旅客運賃） 

第 ３８条 第２４条の規定によって団体乗車券を発売する場合は、次の各号に定めると

ころにより普通旅客運賃の割引を行う。 

 （１） 学生団体 

         ２６人以上     ２割引 

         １００人以上    ３割引 

         ３００人以上    ４割引 

 （２） 普通団体 

         ２５人以上     １割引 

         １００人以上    ２割引 

         ３００人以上    ３割引 

 （３） 訪日観光団体 

         １５人以上     １割引 

         １００人以上    ２割引 

         ３００人以上    ３割引 

２ 前項によるほか、当該団体旅客に対しては、次の各号による世話人等については、旅客

運賃を収受しない。 

 （１） 学生団体 

     ５０人まではうち１人、５１人以上は５０人までを増すごとに１人を加える。 

 （２） 普通団体 

     １００人まではうち１人、１０１人以上は１００人までを増すごとに１人を加

える。 

 （３） 訪日観光団体 

     訪日観光団体旅客に同行する旅行業者（ガイドを含む。）に対しては、次により

旅客運賃を収受しない。 

     ２５人以上１００人まではうち１人、１０１人以上は１００人までを増すごと

に１人を加える。 

 

（団体旅客運賃の計算方） 

第 ３９条 団体旅客運賃の計算方は、次のとおりとする。 

 （１） 大人の団体旅客運賃は、その全行程に対する１人あたりの大人普通旅客運賃か 

ら割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた

額とする。 
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 （２） 小児の団体旅客運賃は、その全行程に対する１人あたりの小児普通旅客運賃か 

ら割引額を差し引いた額をは数計算し、これに団体旅客運賃の収受人員を乗じた

額とする。 

 （３） 大人と小児とが混乗する場合の団体旅客運賃は、大人、小児各別に前各号の規 

定によって算出した額を合計したものとする。 

２ 前項第１号および第２号の場合において、１人あたりの普通旅客運賃から割引額を差

し引いた額を計算する場合、区間によって適用する割引率を異にするときは、同一割引率

を適用するものごとに割引額を差し引いて、は数計算し、これを合計した額による。 

３ 第１項第１号の場合において、その構成人員中に割引率を異にするものがあるときは、

その割引率を異にする人員ごとに同号の規定を適用する。 

 

（準用規定） 

第 ４０条 旅客規則第１１５条の規定は、この節に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第１１５条 実際乗車人員が責任人員に満たない場合の団体旅客運賃・料金 
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第６節 特別急行料金 

 

 

（特別急行料金） 

第 ４１条 第２６条の規定によって発売する特別急行券の大人・小児の料金は、別に定め

る場合を除いて、次の通りとする。 

     １乗車につき   大人 １，３００円、小児 ６５０円 

２ 前項の規定は、京成本線の京成上野または日暮里駅を発着する場合においても適用す

る。 

 

（団体旅客に対する特別急行料金） 

第 ４２条 団体旅客に対する特別急行料金は、その旅客の実際乗車人員に相当する特別

急行料金とする。 
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第４章 乗車券類の効力 

第１節 乗車券の効力 

 

 

（有効期間） 

第 ４３条 乗車券の有効期間は、別に定める場合のほか、次の各号による。 

 （１） 普通乗車券 

   イ 片道乗車券   １日とする。 

   ロ 往復乗車券   片道乗車券の有効期間の２倍とする。 

 （２） 定期乗車券 

     １か月・３か月または６か月とする。 

 （３） 普通回数乗車券 

     ３か月とする。ただし、第２３条第１項第２号に規定する生徒に対して発売す 

る通学用割引普通回数乗車券については、６か月とする。 

 （４） 団体乗車券   その都度定める。 

 

（途中下車の禁止） 

第 ４４条 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券（定期乗車券を除く。）によって、

その券面に表示された発着区間内の着駅以外の駅に下車して出場した後、再び列車に乗

り継いで旅行することができない。 

 

（準用規定） 

第 ４５条   旅客規則第１４７条から第１５３条まで、第１５５条、第１６３条から第

１６５条まで、第１６７条、第１６８条、第１７０条および第１７１条の規定は、この章

に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第１４７条 乗車券類の使用条件 

     第１４８条 乗車券類の効力の特例 

     第１４９条 券面表示事項が不明または不備の乗車券類 

     第１５０条 不乗区間に対する取扱い 

     第１５１条 有効期間の起算日 

     第１５２条 小児用乗車券類の効力の特例 

     第１５３条 乗車券類不正使用未遂の場合の取扱方 

     第１５５条 継続乗車 

     第１６３条 普通回数乗車券の同時使用 

     第１６３条の２ 割引普通回数乗車券の効力 
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     第１６４条 改氏名の場合の定期乗車券の書替 

     第１６５条 乗車券が前途無効となる場合 

     第１６７条 定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合 

     第１６８条 定期乗車券が無効となる場合 

     第１７０条 通学定期乗車券の効力 

     第１７１条 被救護者用割引乗車券の効力 
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第２節 特別急行券の効力 

（特別急行券の効力） 

第 ４６条 乗車する列車を指定した特別急行券を所持する旅客は、その券面に指定され

た特別急行列車に限って乗車することができる。 

（特別急行券が無効となる場合） 

第 ４７条 特別急行券は、次の各号の１に該当する場合は、無効として回収す る。 

（１） 券面表示事項が不明となった特別急行券を使用したとき。

（２） 指定以外の特別急行列車に使用したとき。

（３） 券面表示事項をぬり消し、または改変して使用したとき。

（４） 有効期間を経過した特別急行券を使用したとき。

（５） 使用を開始した特別急行券を他人から譲り受けて使用したとき。

（６） 大人が小児用特別急行券を使用したとき。

（７） その他特別急行券を不正乗車の手段として使用したとき。

２ 前項の規定は、偽造した特別急行券を使用して特別急行列車に乗車した場合に準用す

る。 
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第５章 乗車券類の様式 

第１節 通  則 

 

 

（乗車券類の表示事項） 

第 ４８条 乗車券類の表面には、次の各号に掲げる事項を表示する。 

 （１） 旅客運賃・料金額 

 （２） 有効区間 

 （３） 有効期間 

 （４） 発売日付 

 （５） 発売箇所名 

２ 次の各号に掲げる乗車券類にあっては、前項に規定する表示事項の一部を省略するこ

とがある。 

 （１） 臨時に発売する乗車券類 

 （２） その他特殊の乗車券類 

 

（字模様の印刷） 

第 ４９条 この章に規定する乗車券類には、表面に字模様を印刷する。 

 

（準用規定） 

第 ５０条 旅客規則第１８４条、第１８７条および第１８８条は、この節に準用する。 

 （注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

     第１８４条 この章に規定する乗車券類の様式の変更または補足等 

     第１８７条 乗車券類の駅名等の表示方 

     第１８８条 旅客運賃・料金の割引等に対する表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



乗継旅客運輸規則 

- 53 -

第２節 乗車券類の様式 

（準用規定） 

第 ５１条 乗車券類の様式は、旅客規則第１８９条、第１９１条、第１９５条、第１９９

条、第２０１条、第２０３条、第２０４条、第２０８条、第２１１条から第２１３条まで

に規定するものに準ずる。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第１８９条 常備片道乗車券の様式 

第１９１条 補充片道乗車券の様式 

第１９５条 補充往復乗車券の様式 

第１９９条 常備定期乗車券の様式 

第２０１条 補充定期乗車券の様式 

第２０３条 常備普通回数乗車券の様式 

第２０４条 補充普通回数乗車券の様式 

第２０８条 団体乗車券の様式 

第２１１条 常備特別急行券の様式 

第２１２条 補充特別急行券の様式 

第２１３条 車内特別急行券の様式 



乗継旅客運輸規則 

- 55 -

第３節 特別補充券の様式 

（特別補充券の発行） 

第 ５２条 特別補充券は、前節に規定する乗車券類（第２１１条から第２１３条までに規

定するものを除く。）として発行するほか、払いもどし証明等の取扱いをした場合に、そ

の取扱いをした証として発行する。 

２ 特別補充券の種類は、次のとおりとする。 

  駅用（出札補充券および改札補充券） 

（準用規定） 

第 ５３条 旅客規則第２２５条の規定は、この節に準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２２５条 駅用特別補充券の様式 
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第６章 乗車券類の改札および引渡し 

（乗車券類の改札および引渡し） 

第 ５４条 乗車券類の改札および引渡しについては、旅客規則第２２８条から第２３４

条までの規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２２８条 乗車券類の改札 

第２２９条 乗車券類の引渡し 

第２３０条 普通乗車券の改札および引渡し 

第２３１条 定期乗車券の改札および引渡し 

第２３２条 普通回数乗車券の改札および引渡し 

第２３３条 団体乗車券の改札および引渡し 

第２３４条 特別急行券の改札および引渡し 
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第７章 乗車変更等の取扱い 

第１節 通  則 

（乗車変更の種類） 

第 ５５条 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を

必要とする場合に当社または北総鉄道が取扱う変更（この変更を「乗車変更」という。）

の種類は乗車変更の申し出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。 

（１） 当該乗車券類による旅行開始前または、使用開始前に申し出があった場合

乗車券類変更 

（２） 当該乗車券類による旅行開始後または、使用開始後に申し出があった場合

イ 区間変更

ロ 団体乗車券変更

（乗車変更の取扱範囲） 

第 ５６条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取扱う。 

２ 前項の場合で区間変更の取扱いをするときで非変更区間と変更区間とを通じた経路が、

それぞれ一部もしくは全部が復乗となるときは、乗車変更の取扱いをしない。ただし、折

返し乗車となる駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。 



乗継旅客運輸規則 

- 61 -

第２節 旅行開始前または使用開始前の乗車変更の取扱い 

（乗車券類変更） 

第 ５７条 普通乗車券または、特別急行券を所持する旅客は、旅行開始前または使用開始

前に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券類から同種類の他の乗車

券類に変更（この変更を「乗車券類変更」という。）をすることができる。ただし、当該

特別急行券に表示された列車等が変更となる場合については、１回に限り取扱うものと

する。 

２ 乗車券類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対する既に収受した旅客運賃およ

び料金と、変更する乗車券類に対する旅客運賃および料金とを比較し、不足額は収受し、

過剰額は払いもどしをする。この場合、原乗車券が割引のものであって、その割引が実際

に乗車する区間に対しても適用のあるものであるとき は、実際の乗車する区間に対する

旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の旅客運賃によって計算する。 
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第３節 旅行開始後または使用開始後の乗車変更の取扱い 

（区間変更） 

第 ５８条 普通乗車券を所持する旅客は、旅行開始後または使用開始後に、あらかじめ係

員に申し出て、その承諾を受け、当該乗車券に表示された着駅につい て、次の各号に定

める変更（この変更を「区間変更」という。）をすることができる。 

（１） 着駅を、当該着駅をこえた駅への変更

（２） 着駅を、当該着駅と異なる方向の駅への変更

２ 前項の取扱いをする場合は、原乗車券の区間に対する既に収受した旅客運賃と、実際の

乗車区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしな

い。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であって、その割引が実際に乗車する区間に対

しても適用のあるものであるときは、実際の乗車区間に対する普通旅客運賃を原乗車券

に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によって計算する。 

（団体乗車券変更） 

第 ５９条 団体乗車券変更の取扱いについては、旅客規則第２５３条の規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２５３条 団体乗車券変更 

（準用規定） 

第 ６０条 旅客規則第２３７条、第２３７条の２および第２３８条、第２４０ 条、第２

４３条から第２４７条までの規定は、この章に準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２３７条 乗車変更等の取扱箇所 

第２３７条の２ 手数料の収受 

第２３８条 払いもどし請求権行使の期限 

第２４０条 乗車変更をした乗車券類について旅客運賃・料金の収受または払

いもどしをする場合の既収額 

第２４３条 割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限 

第２４４条 特別急行券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等 

第２４５条 継続乗車中の旅客に対する乗車変更の禁止 

第２４６条 乗車変更の取扱いをした場合の乗車券の有効期間 

第２４７条 別途乗車 
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第８章 旅客の特殊取扱い 

（乗車券類の無札および無効） 

第 ６１条 乗車券類の無札および無効の場合の取扱いについては、旅客規則第２６４条

から第２６７条までの規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２６４条 乗車券の無札および不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の

収受 

第２６５条 定期乗車券等不正使用旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受 

第２６６条 乗車駅等が不明の場合の旅客運賃・増運賃等の計算方 

第２６７条 特別急行券の無札および不正使用の旅客に対する特別急行 料金・

増料金等の収受 

（乗車券類紛失の場合の取扱方） 

第 ６２条 乗車券類紛失の場合の取扱いについては、旅客規則第２６８条から第２７０

条までの規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２６８条 乗車券類紛失の場合の取扱方 

第２６９条 再収受した旅客運賃・料金の払いもどし 

第２７０条 団体乗車券紛失の場合の取扱方 

（任意による旅行の取りやめ） 

第 ６３条 旅客が任意に旅行を取りやめた場合の取扱いについては、旅客規則第２７１

条から第２７５条までおよび第２７７条から第２８０条までの規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２７１条 旅行開始前の旅客運賃の払いもどし 

第２７２条 使用開始前の定期旅客運賃および普通回数旅客運賃の払いもどし 

第２７３条 特別急行料金の払いもどし 

第２７３条の２ 旅行開始前の団体旅客運賃・料金の払いもどし 

第２７４条 旅行開始後の旅客運賃の払いもどし 

第２７５条 不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合 

第２７７条 定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし 

第２７７条の２ 普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし 

第２７８条 旅行中止による有効期間の延長および旅客運賃の払いもどし 

第２７９条 傷い疾病等の場合の証明 
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第２８０条 有効期間の延長および旅客運賃の払いもどしの特例 

（列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方） 

第 ６４条 列車の運行不能・遅延等が発生した場合の取扱いについては、旅客規則第２８

２条から第２８３条までの規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２８２条 列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方 

第２８２条の２ 旅行中止による旅客運賃および料金の払いもどし 

第２８３条 有効期間の延長 

（列車の運行不能・遅延等の場合における無賃送還の取扱方） 

第 ６５条 列車の運行不能・遅延等の場合における旅客の無賃送還および旅客運賃・料金

の払いもどしの取扱いについては、旅客規則第２８４条の規定を準用する。ただし、無賃

送還および旅客運賃の払いもどしについては、その事実が発生した当社または北総鉄道

内に限る。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２８４条 無賃送還の取扱方 

（運行不能の場合における他経路乗車の取扱方） 

第 ６６条 列車が運行不能となった場合における他経路乗車の取扱いについては、旅客

規則第２８５条の規定を準用する。ただし、その乗車区間が当社または北総鉄道以外の運

輸機関に関係する場合は、運輸上支障のない場合に限る。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２８５条 他経路乗車の取扱方 

（誤乗区間の無賃送還） 

第 ６７条 旅客（定期乗車券または普通回数乗車券を使用する旅客を除く。） が、乗車券

面に表示された区間外に誤って乗車した場合の取扱いについては、旅客規則第２９１条

および第２９２条の規定を準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２９１条 誤乗区間の無賃送還 

第２９２条 誤乗区間無賃送還の取扱方 

（乗車券の誤購入の場合の取扱方） 

第 ６８条 旅客が誤ってその希望する乗車券と異なる乗車券を購入した場合の取扱いに

ついては、旅客規則第２９３条の規定を準用する。 
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（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２９３条 乗車券の誤購入の場合の取扱方 

（準用規定） 

第 ６９条 旅客規則第２６１条から第２６３条まで、第２８６条から第２８８条までお

よび第２９０条の規定は、この章に準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第２６１条 旅客運賃の払いもどしに伴う割引証等の返還 

第２６２条 乗車変更等の手数料の払いもどし 

第２６３条 旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合 

第２８６条 旅客運賃・料金の払いもどし駅 

第２８７条 不通区間の別途旅行の取扱方 

第２８８条 定期乗車券もしくは普通回数乗車券の有効期間の延長または旅 

客運賃の払いもどし 

第２９０条 運行不能・遅延等の場合のその他の請求 
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第９章 手回り品 

（手回り品及び持込禁制品） 

第 ７０条 旅客は、次条に規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車

内に持ち込むことができる。ただし、旅客規則第３０７条ただし書に規定する物品は、車

内に持込むことができない。 

２ 前項ただし書第１号または第２号の規定による物品の車内への持込みの防止その他車

内及び乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検する

ことがある。 

３ 旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。 

４ 第２項または前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車等に乗車でき

ないとき（第１項ただし書きに定める物品を所持していなかった場合に限る。）は旅客規

則第２８２条第１項第１号イ、ロおよびハのいずれかの取扱いを選択のうえ請求するこ

とができる。 

５ 第２項および第３項の規定による手回り品の内容の点検の求めおよび協力の求めに応

じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様と

する。 

６ 前項の場合、旅客に対し、車内または乗降場からの退去を求めることがある。 

（無料手回り品） 

第 ７１条 無料手回り品の範囲については、旅客規則第３０８条の規定を準用する。 

（注） 旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショル 

ダーバッグ等は、旅客規則第３０８条第１項に規定する個数制限にかかわらず、こ

れを車内に持込むことができる。 

（準用規定） 

第 ７２条 旅客規則第３１２条および第３１５条の規定は、この章に準用する。 

（注） 準用する旅客規則の内容は、次のとおりである。 

第３１２条 持込禁制品または制限外手回り品を持ち込んだ場合の処置 

第３１５条 手回り品の保管 



別表第１号

キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃

勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１

39.4 930 37.5 930 36.0 900 34.5 900 31.8 860 30.3 860 24.9 800 22.9 770 20.9 770 12.2 600

38,640 5,220 38,640 5,180 37,320 5,140 37,320 5,120 36,010 5,050 36,010 5,030 33,370 4,880 32,050 4,810 32,050 4,700 25,020 3,790

48.6 980 46.7 980 45.2 980 43.7 960 41.0 930 39.5 930 34.1 900 32.1 860 30.1 860 21.4 770

40,840 5,410 40,840 5,370 40,840 5,350 39,960 5,310 38,640 5,240 38,640 5,220 37,320 5,120 36,010 5,080 36,010 5,030 32,050 4,760

49.1 1,000 47.2 980 45.7 980 44.2 960 41.5 960 40.0 930 34.6 900 32.6 860 30.6 860 21.9 770

41,720 5,430 40,840 5,390 40,840 5,350 39,960 5,330 39,960 5,260 38,640 5,220 37,320 5,120 36,010 5,080 36,010 5,030 32,050 4,760

50.1 1,000 48.2 980 46.7 980 45.2 980 42.5 960 41.0 930 35.6 900 33.6 900 31.6 860 22.9 770

41,720 5,450 40,840 5,410 40,840 5,370 40,840 5,350 39,960 5,280 38,640 5,240 37,320 5,140 37,320 5,100 36,010 5,050 32,050 4,810

1.7 1,130 1.7 1,130 1.7 1,130 1.7 1,110 1.7 1,080 1.7 1,080 1.7 1,050 1.7 1,010 1.7 1,010 1.7 920

46,740 6,760 46,740 6,720 46,740 6,700 45,860 6,660 44,540 6,590 44,540 6,570 43,220 6,470 41,910 6,430 41,910 6,380 37,950 6,110

6.6 1,180 6.6 1,180 6.6 1,180 6.6 1,160 6.6 1,130 6.6 1,130 6.6 1,100 6.6 1,060 6.6 1,060 6.6 970

49,300 8,030 49,300 8,590 49,300 7,970 48,420 7,930 47,100 7,860 47,100 7,840 45,780 7,740 44,470 7,700 44,470 7,650 40,510 7,380

9.2 1,180 9.2 1,180 9.2 1,180 9.2 1,160 9.2 1,130 9.2 1,130 9.2 1,100 9.2 1,060 9.2 1,060 9.2 970

49,300 8,670 49,300 8,630 59,300 8,610 48,420 8,570 47,100 8,500 47,100 8,480 45,780 8,380 44,470 8,340 44,470 8,290 40,510 8,020

10.8 1,260 10.8 1,260 10.8 1,260 10.8 1,240 10.8 1,210 10.8 1,210 10.8 1,180 10.8 1,140 10.8 1,140 10.8 1,050

51,870 8,880 51,870 8,840 51,870 8,820 50,990 8,780 49,670 8,710 49,670 8,710 48,350 8,590 47,040 8,550 47,040 8,500 43,080 8,230

12.8 1,260 12.8 1,260 12.8 1,260 12.8 1,240 12.8 1,210 12.8 1,210 12.8 1,180 12.8 1,140 12.8 1,140 12.8 1,050

51,870 9,200 51,870 9,160 51,870 9,140 50,990 9,100 49,670 9,030 49,670 9,010 48,350 8,910 47,040 8,870 47,040 8,820 43,080 8,550

14.8 1,260 14.8 1,260 14.8 1,260 14.8 1,240 14.8 1,210 14.8 1,210 14.8 1,180 14.8 1,140 14.8 1,140 14.8 1,050

51,870 9,490 51,870 9,450 51,870 9,430 50,990 9,390 49,670 9,320 49,670 9,300 48,350 9,200 47,040 9,160 47,040 9,110 43,080 8,840

16.8 1,320 16.8 1,320 16.8 1,320 16.8 1,300 16.8 1,270 16.8 1,270 16.8 1,240 16.8 1,200 1638.0 1,200 16.8 1,110

54,110 9,740 54,110 9,700 54,110 9,680 53,230 9,640 51,910 9,570 51,910 9,550 50,590 9,450 49,280 9,410 49,280 9,360 45,320 9,090

22.1 1,370 22.1 1,370 22.1 1,370 22.1 1,350 22.1 1,320 22.1 1,320 22.1 1,290 1250.0 1,250 22.1 1,250 22.1 1,160

56,360 10,220 56,360 10,180 56,360 10,160 55,480 10,120 54,160 10,050 54,160 10,030 52,840 9,930 51,530 9,890 51,530 9,840 47,570 9,570

24.6 1,370 24.6 1,370 24.6 1,370 24.6 1,350 24.6 1,320 24.6 1,320 24.6 1,290 24.6 1,250 24.6 1,250 24.6 1,160

56,360 10,290 56,360 10,250 56,360 10,230 55,480 10,190 54,160 10,120 54,160 10,100 52,840 10,000 51,530 9,960 51,530 9,910 47,570 9,640

25.7 1,430 25.7 1,430 25.7 1,430 25.7 1,410 25.7 1,380 25.7 1,380 25.7 1,350 25.7 1,310 25.7 1,310 25.7 1,220

58,280 10,320 58,280 10,280 58,280 10,260 57,400 10,220 56,080 10,150 56,080 10,130 54,760 10,030 53,450 9,990 53,450 9,940 49,490 9,670

27.5 1,430 27.5 1,430 27.5 1,430 27.5 1,410 27.5 1,380 27.5 1,380 27.5 1,350 27.5 1,310 27.5 1,310 27.5 1,220

58,280 10,380 58,280 10,340 58,280 10,320 57,400 10,280 56,080 10,210 56,080 10,190 54,760 10,090 53,450 10,050 53,450 10,000 49,490 9,730

29.1 1,430 29.1 1,430 29.1 1,430 29.1 1,410 29.1 1,380 29.1 1,380 29.1 1,350 29.1 1,310 29.1 1,310 29.1 1,220

58,280 10,420 58,280 10,380 58,280 10,360 57,400 10,320 56,080 10,250 56,080 10,230 54,760 10,130 53,450 10,090 53,450 10,040 49,490 9,770

31.2 1,490 31.2 1,490 31.2 1,490 31.2 1,470 31.2 1,440 31.2 1,440 31.2 1,410 31.2 1,370 31.2 1,370 31.2 1,280

60,200 10,460 60,200 10,420 60,200 10,400 59,320 10,360 58,000 10,290 58,000 10,270 56,680 10,170 55,370 10,130 55,370 10,080 51,410 9,810

33.8 1,490 33.8 1,490 33.8 1,490 33.8 1,470 33.8 1,440 33.8 1,440 33.8 1,410 33.8 1,370 33.8 1,370 33.8 1,280

61,160 10,510 61,160 10,470 61,160 10,450 60,280 10,410 58,960 10,340 58,960 10,320 57,640 10,220 56,330 10,180 56,330 10,130 52,370 9,860

35.7 1,540 35.7 1,540 35.7 1,540 35.7 1,520 35.7 1,490 35.7 1,490 35.7 1,460 35.7 1,420 35.7 1,420 35.7 1,330

61,590 10,550 61,590 10,510 61,590 10,490 60,710 10,450 59,390 10,380 59,390 10,360 58,070 10,260 56,760 10,220 56,760 10,170 52,800 9,900

38.1 1,540 38.1 1,540 38.1 1,540 38.1 1,520 38.1 1,490 38.1 1,490 38.1 1,460 38.1 1,420 38.1 1,420 38.1 1,330

61,910 10,610 61,310 10,570 61,910 10,550 61,030 10,510 59,710 10,440 59,710 10,420 58,390 10,320 57,080 10,280 57,080 10,230 53,120 9,960

39.6 1,540 39.6 1,540 39.6 1,540 39.6 1,520 39.6 1,490 39.6 1,490 39.6 1,460 39.6 1,420 39.6 1,420 39.6 1,330

62,010 10,630 62,010 10,590 62,010 10,570 61,130 10,530 59,810 10,460 59,810 10,440 58,490 10,340 57,180 10,300 57,180 10,250 53,220 9,980

40.6 1,600 40.6 1,600 40.6 1,600 40.6 1,580 40.6 1,550 1550.0 1,550 40.6 1,520 40.6 1,480 40.6 1,480 40.6 1,390

62,130 10,650 62,130 10,610 62,130 10,590 61,250 10,550 59,930 10,480 59,930 10,460 58,610 10,360 57,300 10,320 57,300 10,270 53,340 10,000

41.4 1,600 41.4 1,600 41.4 1,600 41.4 1,580 41.4 1,550 41.4 1,550 41.4 1,520 41.4 1,480 41.4 1,480 41.4 1,390

62,230 10,670 62,230 10,630 62,230 10,610 61,350 10,570 60,030 10,500 60,030 10,480 58,710 10,380 57,400 10,340 57,400 10,290 53,440 10,020

42.7 1,600 42.7 1,600 42.7 1,600 42.7 1,580 42.7 1,550 42.7 1,550 42.7 1,520 42.7 1,480 42.7 1,480 42.7 1,390

62,340 10,690 62,340 10,650 6,234 10,630 64,140 10,590 60,140 10,520 60,140 10,500 58,820 10,400 57,510 10,360 57,510 10,310 53,550 10,040

大神宮下

京成船橋

実籾

京成大久保

京成津田沼

谷津

船橋競馬場

勝田台

京成大和田

八千代台

京成酒々井

大佐倉

京成佐倉

京成臼井

ユーカリが丘

志津

成田空港線

北総線各駅（ただし、東松戸・新
鎌ヶ谷・千葉ニュータウン中央の
各駅を除く）からの通算キロ

成田湯川

接続点〔成田湯
川～空港第２ビ
ル間（京成高砂
起点４９．９キ

ロ)〕

空港2ﾋﾞﾙ

成田空港

本線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

東成田

京成成田

公津の杜

宗吾参道

松飛台 大町 西白井 白井 小室 印西牧の原新柴又 矢切 北国分 秋山



キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃

勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１

44.2 1,600 44.2 1,600 44.2 1,600 44.2 1,580 44.2 1,550 44.2 1,550 44.2 1,520 44.2 1,480 44.2 1,480 44.2 1,390

62,550 10,740 62,550 10,700 62,550 10,680 61,670 10,640 60,350 10,570 60,350 10,550 59,030 10,450 57,720 10,410 57,720 10,360 53,760 10,090

45.6 1,670 45.6 1,670 45.6 1,670 45.6 1,650 45.6 1,620 45.6 1,620 45.6 1,590 45.6 1,550 45.6 1,550 45.6 1,460

62,660 10,760 62,660 10,720 62,660 10,700 61,780 10,660 60,460 10,590 60,460 10,570 59,140 10,470 57,830 10,430 57,830 1,038 53,870 10,110

46.2 1,670 46.2 1,670 46.2 1,670 46.2 1,650 46.2 1,620 46.2 1,620 46.2 1,590 46.2 1,550 46.2 1,550 46.2 1,460

62,760 10,780 62,760 10,740 62,760 10,720 61,880 10,680 60,560 10,610 60,560 10,590 59,240 10,490 57,930 10,450 57,930 10,400 53,970 10,130

47.0 1,670 47.0 1,670 47.0 1,670 47.0 1,650 47.0 1,620 47.0 1,620 47.0 1,590 47.0 1,550 47.0 1,550 47.0 1,460

62,760 11,780 62,760 10,740 62,760 10,720 61,880 10,680 60,560 10,610 60,560 10,590 59,240 10,490 57,930 10,450 57,930 10,400 53,970 10,130

47.7 1,670 47.7 1,670 47.7 1,670 47.7 1,650 47.7 1,620 47.7 1,620 47.7 1,590 47.7 1,550 47.7 1,550 47.7 1,460

62,880 10,800 62,880 10,760 62,880 10,740 62,000 10,700 60,680 10,630 60,680 10,610 59,360 10,510 58,050 10,470 58,050 10,420 54,090 10,150

48.7 1,670 48.7 1,670 48.7 1,670 48.7 1,650 48.7 1,620 48.7 1,620 48.7 1,590 48.7 1,550 48.7 1,550 48.7 1,460

62,980 10,820 62,980 10,780 62,980 10,760 62,100 10,720 60,780 10,650 60,780 10,630 59,460 10,530 58,150 10,490 58,150 10,440 54,190 10,170

49.6 1,670 49.6 1,670 49.6 1,670 49.6 1,650 49.6 1,620 49.6 1,620 49.6 1,590 49.6 1,550 49.6 1,550 49.6 1,460

63,080 10,840 63,080 10,800 63,080 10,780 62,200 10,740 60,880 10,670 60,880 10,650 59,560 10,550 58,250 10,510 58,250 10,460 54,290 10,190

50.5 1,730 50.5 1,730 50.5 1,730 50.5 1,710 50.5 1,680 50.5 1,680 50.5 1,650 50.5 1,610 50.5 1,610 50.5 1,520

63,190 10,860 63,190 10,820 63,190 10,800 62,310 10,760 60,990 10,690 60,990 10,670 59,670 10,570 58,360 10,530 58,360 10,480 54,400 10,210

51.4 1,730 51.4 1,730 51.4 1,730 51.4 1,710 51.4 1,680 51.4 1,680 51.4 1,650 51.4 1,610 51.4 1,610 51.4 1,520

63,330 10,880 63,300 10,840 63,300 10,820 62,420 10,780 61,100 10,710 61,100 10,690 59,780 10,590 58,470 10,550 58,470 10,500 54,510 10,230

52.1 1,730 52.1 1,730 52.1 1,730 52.1 1,710 52.1 1,680 52.1 1,680 52.1 1,650 52.1 1,610 52.1 1,610 52.1 1,520

63,400 10,910 63,400 10,870 63,400 10,850 62,520 10,810 61,200 10,740 61,200 10,720 59,880 10,620 58,570 10,580 58,570 10,530 54,610 10,260

53.3 1,730 53.3 1,730 53.3 1,730 53.3 1,710 53.3 1,680 53.3 1,680 53.3 1,650 53.3 1,610 53.3 1,610 53.3 1,520

63,510 10,930 63,510 10,890 63,510 10,870 62,630 10,830 61,310 10,760 61,310 10,740 59,990 10,640 58,680 10,600 58,680 10,550 54,720 10,280

55.1 1,780 55.1 1,780 55.1 1,780 55.1 1,760 55.1 1,730 55.1 1,730 55.1 1,700 55.1 1,660 55.1 1,660 55.1 1,570

63,730 109,970 63,730 10,930 63,730 10,910 62,850 10,870 61,530 10,800 61,530 10,780 60,210 10,680 58,900 10,640 58,900 10,590 54,940 10,320

56.3 1,780 56.3 1,780 56.3 1,780 56.3 1,760 56.3 1,730 56.3 1,730 56.3 1,700 56.3 1,660 56.3 1,660 56.3 1,570

63,830 10,990 63,830 10,950 63,830 10,930 62,950 10,890 61,630 10,820 61,630 10,800 60,310 10,700 59,000 10,660 59,000 10,610 55,040 10,340

57.9 1,780 57.9 1,780 57.9 1,780 57.9 1,760 57.9 1,730 57.9 1,730 57.9 1,700 57.9 1,660 57.9 1,660 57.9 1,570

63,930 11,010 63,930 10,970 63,930 10,950 63,050 10,910 61,730 10,840 61,730 10,820 60,410 10,720 59,100 10,680 59,100 10,630 55,140 10,360

59.0 1,780 59.0 1,780 59.0 1,780 59.0 1,760 59.0 1,730 59.0 1,730 59.0 1,700 59.0 1,660 59.0 1,660 59.0 1,570

64,050 11,030 64,050 10,990 64,050 10,970 63,170 10,930 61,850 10,860 61,850 10,840 60,530 10,740 59,220 10,700 59,220 10,650 55,260 10,380

60.5 1,840 60.5 1,840 60.5 1,840 60.5 1,820 60.5 1,790 60.5 1,790 60.5 1,760 60.5 1,720 60.5 1,720 60.5 1,630

64,250 1,180 64,250 11,040 64,250 11,020 63,370 10,980 62,050 10,910 62,050 10,890 60,730 10,790 59,420 10,750 59,420 10,700 55,460 10,430

61.9 1,840 61.9 1,840 61.9 1,840 61.9 1,820 61.9 1,790 61.9 1,790 61.9 1,760 61.9 1,720 61.9 1,720 61.9 1,630

64,370 11,100 64,370 11,060 64,370 11,040 63,490 11,000 62,170 10,930 62,170 10,910 60,850 10,810 59,540 10,770 59,540 10,720 55,580 10,450

63.5 1,840 63.5 1,840 63.5 1,840 63.5 1,820 63.5 1,790 63.5 1,790 63.5 1,760 63.5 1,720 63.5 1,720 63.5 1,630

64,580 11,140 64,580 11,100 64,580 11,080 63,700 11,040 62,380 10,970 62,380 10,950 61,060 10,850 59,750 10,810 59,750 10,760 55,790 10,490

64.4 1,840 64.4 1,840 64.4 1,840 64.4 1,820 64.4 1,790 64.4 1,790 64.4 1,760 64.4 1,720 64.4 1,720 64.4 1,630

64,690 11,160 64,690 11,120 64,690 11,100 63,810 11,060 62,490 10,990 62,490 10,970 61,170 10,870 59,860 10,830 59,830 10,780 55,900 10,510

65.7 1,900 65.7 1,900 65.7 1,900 65.7 1,880 65.7 1,850 65.7 1,850 65.7 1,820 65.7 1,780 65.7 1,780 65.7 1,690

64,790 11,180 64,790 11,140 64,790 11,120 63,910 11,080 62,590 11,010 62,590 10,990 61,270 10,890 59,960 10,850 59,960 10,800 56,000 10,530

67.8 1,900 67.8 1,900 67.8 1,900 67.8 1,880 67.8 1,850 67.8 1,850 67.8 1,820 67.8 1,780 67.8 1,780 67.8 1,690

65,000 11,220 65,000 11,180 65,000 11,160 64,120 11,120 62,800 11,050 62,800 11,030 61,480 10,930 60,170 10,890 60,170 10,840 56,210 10,570

新三河島

日暮里

京成上野

青砥

お花茶屋

堀切菖蒲園

京成関屋

千住大橋

町屋

菅野

市川真間

国府台

江戸川

京成小岩

京成高砂

小室 印西牧の原

本線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

海神

京成西船

東中山

京成中山

鬼越

京成八幡

北国分 秋山 松飛台 大町 西白井 白井新柴又 矢切



キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃 キロ程 普通運賃

勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１ 勤･大･１ 学･大･１

40.2 1,600 40.2 1,600 40.2 1,600 40.2 1,580 40.2 1,550 40.2 1,550 40.2 1,520 40.2 1,480 40.2 1,480 40.2 1,390

62,130 10,650 62,130 10,610 62,130 10,590 61,250 10,550 59,930 10,480 59,930 10,460 58,610 10,360 57,300 10,320 57,300 10,270 53,340 10,000

42.1 1,600 42.1 1,600 42.1 1,600 42.1 1,580 42.1 1,550 42.1 1,550 42.1 1,520 42.1 1,480 42.1 1,480 42.1 1,390

62,340 10,690 62,340 106,540 62,340 10,630 61,460 10,590 60,140 10,520 60,140 10,500 58,820 10,400 57,510 10,360 57,510 10,310 53,550 10,040

43.4 1,600 43.4 1,600 43.4 1,600 43.4 1,580 43.4 1,550 43.4 1,550 43.4 1,520 43.4 1,480 43.4 1,480 43.4 1,390

62,440 10,720 62,440 10,680 62,440 10,660 61,560 10,620 60,240 10,550 60,240 10,530 58,920 10,430 57,610 10,390 57,610 10,340 53,650 10,070

46.2 1,670 46.2 1,670 46.2 1,670 46.2 1,650 46.2 1,620 46.2 1,620 46.2 1,590 46.2 1,550 46.2 1,550 46.2 1,460

62,760 10,780 62,760 10,740 62,760 10,720 61,880 10,680 60,560 10,590 60,560 10,490 59,240 10,450 57,930 10,400 57,930 10,400 53,970 10,130

48.0 1,670 48.0 1,670 48.0 1,670 48.0 1,650 48.0 1,620 48.0 1,620 48.0 1,590 48.0 1,550 48.0 1,550 48.0 1,460

62,880 10,800 62,880 10,760 62,880 10,740 62,000 1,650 60,680 10,630 60,680 10,610 59,360 10,510 58,050 10,470 58,050 10,420 54,090 10,150

49.0 1,670 49.0 1,670 49.0 1,670 49.0 1,650 49.0 1,620 49.0 1,620 49.0 1,590 49.0 1,550 49.0 1,550 49.0 1,460

62,980 10,820 62,980 10,780 62,980 10,760 62,100 10,720 60,780 10,650 60,780 10,630 59,460 10,530 58,150 10,490 58,150 10,440 54,190 10,170

49.8 1,670 49.8 1,670 49.8 1,670 49.8 1,650 49.8 1,620 49.8 1,620 49.8 1,590 49.8 1,550 49.8 1,550 49.8 1,460

63,080 10,840 63,080 10,800 63,080 10,780 62,200 10,741 60,880 10,670 60,880 10,650 59,560 10,550 58,250 10,510 58,250 10,460 54,290 10,190

50.4 1,730 50.4 1,730 50.4 1,730 50.4 1,710 50.4 1,680 50.4 1,680 50.4 1,650 50.4 1,610 50.4 1,610 50.4 1,520

63,190 10,860 63,190 10,820 63,190 10,800 62,310 10,760 60,990 10,690 60,990 10,670 59,670 10,570 58,360 10,530 58,360 10,480 54,400 10,210

51.0 1,730 51.0 1,730 51.0 1,730 51.0 1,710 51.0 1,680 51.0 1,680 51.0 1,650 51.0 1,610 51.0 1,610 51.0 1,520

63,190 10,860 63,190 140,820 63,190 10,800 62,310 10,760 60,990 10,690 60,990 10,670 59,670 10,570 58,360 10,530 58,360 10,480 54,400 10,210

56.1 1,780 56.1 1,780 56.1 1,780 56.1 1,760 56.1 1,730 56.1 1,730 56.1 1,700 56.1 1,660 56.1 1,660 56.1 1,570

63,830 10,990 63,830 10,950 63,830 10,930 62,950 10,890 61,630 10,820 61,630 10,800 60,310 10,700 59,000 10,660 59,000 10,610 55,040 10,340

57.6 1,780 57.6 1,780 57.6 1,780 57.6 1,760 57.6 1,730 57.6 1,730 57.6 1,700 57.6 1,660 57.6 1,660 57.6 1,570

63,930 11,010 63,930 10,970 63,930 10,950 63,050 10,910 61,730 10,840 61,730 10,820 60,410 10,720 59,100 10,680 59,100 10,630 55,140 10,360

57.4 1,780 57.4 1,780 57.4 1,780 57.4 1,760 57.4 1,730 57.4 1,730 57.4 1,700 57.4 1,660 57.4 1,660 57.4 1,570

63,930 11,010 63,930 10,970 63,930 10,950 63,050 10,910 61,730 10,840 61,730 10,820 60,410 10,720 59,100 10,680 59,100 10,630 55,140 10,360

58.9 1,780 58.9 1,780 58.9 1,780 58.9 1,760 58.9 1,730 58.9 1,730 58.9 1,700 58.9 1,660 58.9 1,660 58.9 1,570

64,050 11,030 64,050 10,990 64,050 10,970 63,170 10,930 61,850 10,860 61,850 10,840 60,530 10,740 59,220 10,700 59,220 10,650 55,260 10,380

59.7 1,780 59.7 1,780 59.7 1,780 59.7 1,760 59.7 1,730 59.7 1,730 59.7 1,700 59.7 1,660 59.7 1,660 59.7 1,570

64,150 11,040 64,150 11,000 64,150 10,980 63,270 10,940 61,950 10,870 61,950 10,850 60,630 10,750 59,320 10,710 59,320 10,660 55,360 10,390

60.9 1,840 60.9 1,840 60.9 1,840 60.9 1,820 60.9 1,790 60.9 1,790 60.9 1,760 60.9 1,720 60.9 1,720 60.9 1,630

64,250 11,080 64,250 11,040 64,250 11,020 63,370 10,980 62,050 10,910 62,050 10,890 60,730 10,790 59,420 10,750 59,420 10,700 55,460 10,430

62.0 1,840 62.0 1,840 62.0 1,840 62.0 1,820 62.0 1,790 62.0 1,790 62.0 1,760 62.0 1,720 62.0 1,720 62.0 1,630

64,370 11,100 64,370 11,060 64,370 11,040 63,490 11,000 62,170 10,930 62,170 10,910 60,850 10,810 59,540 10,770 59,540 10,720 55,580 10,450

2.5 1,920 2.5 1,920 2.5 1,920 2.5 1,900 2.5 1,870 2.5 1,870 2.5 1,840 2.5 1,800 2.5 1,800 2.5 1,710

71,260 16,560 71,260 165,220 71,260 16,500 70,380 16,460 69,060 16,390 69,060 16,370 67,740 16,270 66,430 16,230 66,430 16,180 62,470 15,910

4.2 1,990 4.2 1,990 4.2 1,990 4.2 1,970 4.2 1,940 4.2 1,940 4.2 1,910 4.2 1,870 4.2 1,870 4.2 1,780

73,340 18,160 73,340 18,120 73,340 18,100 72,460 18,060 71,140 17,990 71,140 17,970 69,820 17,870 68,510 17,830 68,510 17,780 64,550 17,510

7.3 2,050 7.3 2,050 7.3 2,050 7.3 2,030 7.3 2,000 7.3 2,000 7.3 1,970 7.3 1,930 7.3 1,930 7.3 1,840

75,840 20,090 75,840 20,050 75,840 20,030 74,960 19,990 73,640 19,920 73,640 19,900 72,320 19,800 71,010 19,760 70,110 19,710 67,050 19,440

8.8 2,060 8.8 2,060 8.8 2,060 8.8 2,040 8.8 2,010 8.8 2,010 8.8 1,980 8.8 1,940 8.8 1,940 8.8 1,850

76,670 20,730 76,670 20,690 76,670 20,670 75,790 20,630 74,470 20,560 74,470 20,540 73,150 20,440 71,840 20,400 71,840 20,350 67,880 20,080

10.9 2,100 10.9 2,100 10.9 2,100 10.9 2,080 10.9 2,050 10.9 2,050 10.9 2,020 10.9 1,980 10.9 1,980 10.9 1,890

78,340 22,010 78,340 21,970 78,340 21,950 77,460 21,910 76,140 21,840 76,140 21,820 74,820 21,720 73,510 21,680 73,510 21,630 69,550 21,360

千原線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

千葉寺

大森台

学園前

おゆみ野

ちはら台

押上線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

京成立石

四ッ木

八広

京成曳舟

押上

新千葉

京成千葉

千葉中央

金町線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

柴又

京成金町

白井 小室 印西牧の原

千葉線

接続点〔成田湯川～空港第２ビル
間（京成高砂起点４９．９キ

ロ)〕からの通算キロ

京成幕張本郷

京成幕張

検見川

京成稲毛

みどり台

西登戸

矢切 北国分 秋山 松飛台 大町 西白井新柴又
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